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独立諮問委員会の設置に関するお知らせ 

 
 

 当社は、平成 20年 3月 27日開催の取締役会において、平成 18年 3月 23日の取締役会で決議・導

入し、平成 18年 6月 23日開催の第 114 回定時株主総会にて株主の皆様のご承認をいただいた当社株

式の大規模買付行為への対応方針（以下、「本対応方針」といいます。詳細は、平成 18年 3月 23日付

プレスリリース「当社株式の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）に関するお知らせ」をご参

照下さい。）における取締役会の検討及び判断に関する客観性、公正さ及び合理性を担保するため、当

社の業務執行を行う経営陣から独立した委員から構成される独立諮問委員会（以下、単に「独立諮問

委員会」といいます。）を設置することを決定し、かつ、独立諮問委員会委員を選任いたしましたので、

下記のとおりお知らせします。 

 

記 
 

１．独立諮問委員会の設置 

 

 本対応方針における、大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲、大規模買付者がルー

ルを遵守したか否か、大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうか否か及び対抗措置をと

るか否か等の検討及び判断について、その客観性、公正さ及び合理性を担保するため、本対応方針に

おいて当社の業務執行者から独立した委員により構成される独立諮問委員会を取締役会決議により設

置し、当社取締役会は、独立諮問委員会に諮問することとします。 

 独立諮問委員会は、諮問を受けた事項について審議・決議し、その決議の内容に基づいて、当社取

締役会に対し助言又は勧告し、当社取締役会は、当該助言・勧告を最大限尊重します。 

 独立諮問委員会の概要は別紙 1のとおりです。 

 

２．独立委員会委員の選任 

 

 上記独立諮問委員会の当初の委員の氏名及び略歴は、別紙２のとおりです。 

任期は、平成 20年 3月 27日から平成 20年 6月開催予定の当社第 116 回定時株主総会の直後に開催

される当社取締役会の終了時までです。 

 

以 上 



別紙１ 

独立諮問委員会の概要 

 

１．構成員 

独立諮問委員会の委員は、当社の業務執行者から独立している者で、員数は３名以上とし、実績

ある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、企業・経済活動に精通する者、弁護士、公認会計士

もしくは会社法等を主たる研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者の中から、当社取締役会が

選任します。 

独立諮問委員会の委員の任期は、選任後１年内に終了する事業年度に関する定時株主総会後、最

初に開催される取締役会終了時までとします。再任は妨げません。 

但し、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではありません。 

  なお、取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議をした場合、独立諮問委員会委員の任期

は本対応方針の廃止と同時に終了します。 

 

２．決議要件 

独立諮問委員会の決議は、原則として、独立諮問委員会委員のうち3 分の2 以上が出席し、その

過半数をもってこれを行います。但し、やむを得ない事由があるときは、独立諮問委員会の過半数

が出席し、その過半数をもってこれを行うことができます。 

 

３．決議事項その他 

独立諮問委員会は、当社取締役会の諮問がある場合には、これに応じ、主として以下の各号に記

載された事項について精査、検討、審議等のうえ決定し、その決定の内容をその理由を付して当社

取締役会に対して助言・勧告します。当社取締役会は、この独立諮問委員会の勧告を最大限尊重し

て、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が取締役会の権限として認める対抗措

置の発動・不発動に関する会社法上の機関としての決議を行います。なお、独立諮問委員会の各委

員及び当社各取締役は、こうした決定にあたっては、専ら当社の企業価値・株主共同の利益に資す

るか否かの観点からこれを行うことを要し、自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的

としないようにします。 

① 大規模買付者が当社取締役会に提供すべき情報の範囲 

② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か 

③ 大規模買付行為が当社株主全体の利益を著しく損なうものであるか否か 

④ 対抗措置の発動の可否、及びその内容の妥当性 

⑤ その他当社取締役会が諮問した事項 

 

また、独立諮問委員会は、適切な判断を確保するために、上記判断に際して必要かつ十分な情報

収集に努めるものとし、合理的な範囲内における当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャ

ル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得る

こと等ができます。 

また、当社の取締役、監査役、従業員その他独立諮問委員会が必要と認める者の出席を要求し、

独立諮問委員会が求める事項に関する説明を求めることができます。 

 

  なお、独立諮問委員会は、当社取締役会の諮問がある場合のほか、定期的に委員会を開催し、中

期経営計画の進捗状況をはじめ、当社の経営状況について、当社取締役その他独立諮問委員会が必

要と認める者から報告を受けるものとします。 
以 上 



別紙２ 

独立諮問委員会委員の氏名及び略歴 

増田 幸央（ますだ ゆきお） 

【略 歴】 

昭和１６年生 

昭和３９年 ４月  三菱商事株式会社入社 

平成 ８年 ６月  同社 取締役 

平成１１年 ４月  同社 常務取締役 

平成１３年 ６月  同社 代表取締役兼常務執行役員 

平成１６年 ４月  同社 代表取締役兼副社長執行役員 

平成１８年 ６月  同社 常任顧問 （現） 

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

 

 
松尾 邦弘（まつお くにひろ） 

【略 歴】 

昭和１７年生 

昭和４３年 ３月  東京地方検察庁検事 

  昭和５５年 ６月  在ドイツ日本国大使館一等書記官、参事官 

  平成 元年 ９月  法務省刑事局刑事課長 

  平成 ４年 ９月  法務大臣官房人事課長 

  平成 ８年１２月  東京地方検察庁次席検事 

  平成１０年 ４月  最高検察庁検事 

  平成１０年 ６月  法務省刑事局長 

  平成１１年１２月  法務事務次官 

  平成１４年 １月  最高検察庁次長検事 

  平成１５年 ９月  東京高等検察庁検事長 

  平成１６年 ６月  検事総長 

  平成１８年 ９月  弁護士登録（東京第一弁護士会所属） （現） 

  平成１８年１１月  松尾邦弘法律事務所開設 （現） 

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 



別紙２ 

 

米倉 誠一郎（よねくら せいいちろう） 

【略 歴】 

昭和２８年生 

  昭和５２年 ３月  一橋大学社会学部卒業 

  昭和５４年 ３月  同大学 経済学部卒業 

  昭和５６年 ３月  一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了 

  昭和５７年 ４月  一橋大学商学部産業経営研究所助手 

  昭和５９年 ４月  同 専任講師 

  昭和６３年 ４月  同 助教授 

  平成 ２年 ６月  ハーバード大学よりPh.D.(歴史学) 

  平成 ４年 ６月  ミシガン大学グローバル・リーダーシップ・プログラム・ 

コアファカルティ 

  平成 ７年 ４月  一橋大学商学部産業経営研究所教授 

  平成 ９年 ４月  一橋大学イノベーション研究センター教授 （現） 

  平成１１年 ４月  同 センター長 

  平成１５年 ５月  ソニー株式会社グローバル・ハブ・インスティテュート・ 

            オブ・ストラテジー，コ・プレジデント 

※同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

以 上 

 

 

 


